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ノ
三 

笠
置
寺
住
侶
等
勧
進
状
案 

 

出
典 

春
華
秋
月
抄
草
六 

鎌
倉
遺
文
（
六
一
七
七
）
所
収 

 

解
説 

礼
堂
修
復
の
資
助
を
得
る
た
め
の
勧
進
状
で
あ
る
。
貞
慶
が
礼
堂
を
上
棟
し
た
の
は
建
仁
三
年
（
一

二
〇
三
年
）
二
月
。
丁
度
四
〇
年
の
年
月
を
経
て
礼
堂
は
朽
損
の
虞
が
で
て
「
基
趾
已
に
傾
い
て
梁
棟
覆

ん
と
欲
す
」
る
状
態
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

寛
元
元
年
（
一
二
四
三
年
）
の
頃
は
宋
性
が
笠
置
寺
福
城
院
南
堂
の
北
、
隣
家
晴
玄
法
師
の
新
房
に
於

い
て
著
作
に
励
ん
で
い
た
頃
で
あ
る
。
こ
の
勧
進
状
案
に
は
「
笠
置
寺
住
侶
等
敬
白
」
と
な
っ
て
宋
性
の

名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宋
性
が
中
心
と
な
っ
て
こ
の
勧
進
状
案
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
勧
進

状
に
は
貞
慶
の
願
文
な
ど
の
章
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

宋
性
が
十
三
重
塔
に
修
理
を
加
え
た
こ
と
は
「
弥
勒
如
来
感
応
抄
第
五
」
に
「
十
三
重
塔
の
壇
場
に
微

力
を
励
ま
し
て
修
復
を
加
え
」
と
あ
る
が
、
礼
堂
を
修
造
す
る
計
画
に
つ
い
て
は
今
ま
で
不
明
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
資
料
で
こ
の
こ
と
が
新
た
に
判
明
し
た
。 

 

貞
慶
が
精
力
を
傾
注
し
て
完
成
さ
せ
た
礼
堂
が
老
朽
化
し
て
い
く
こ
と
は
そ
の
衣
鉢
を
継
ぐ
宗
性
に
と

っ
て
耐
え
ら
れ
な
い
心
境
だ
っ
た
ろ
う
。 

 

こ
の
勧
進
状
か
ら
七
〇
年
後
の
正
和
二
年
（
一
三
一
三
年
）
笠
置
寺
か
ら
東
大
寺
に
宛
て
た
申
状
に
は

本
堂
修
造
の
資
金
と
し
て
（「
偏
為
修
造
本
堂
之
朽
損
」
）
兵
庫
関
の
事
務
手
数
料
を
支
払
っ
て
欲
し
い
と

言
っ
て
お
り
（
鎌
倉
遺
文
二
四
七
七
九 

資
料
八
ノ
四
）、
正
和
二
年
に
朽
損
し
て
い
た
本
堂
は
宗
性
が
こ

の
勧
進
状
に
よ
っ
て
修
理
さ
れ
た
礼
堂
と
み
て
良
い
。
な
お
弥
勒
像
を
拝
す
る
礼
堂
が
本
堂
と
呼
称
を
改

め
る
の
は
こ
の
正
和
二
年
の
文
書
以
降
で
あ
る
。 

正
和
二
年
頃
に
修
復
を
計
画
さ
れ
て
い
た
礼
堂
は
、
完
成
し
て
い
た
と
し
て
も
、
残
念
な
こ
と
に
二
〇

年
足
ら
ず
後
の
元
弘
元
年
、
元
弘
の
役
に
あ
っ
て
焼
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 

原
文 

 

笠
置
寺
住
侶
等
敬
白 

 

欲
礼
堂
修
造
間
、
与
力
結
縁
人
同
預
三
会
得
脱
益
事 

右
、
当
山
者
海
内
之
名
区
、
天
下
之
勝
地
也
、
化
人
削
盤
石
、
忝
刻
彫
慈
尊
五
丈
之
聖
容
、
弥
勒
施
霊
驗
、

利
益
有
縁
一
切
之
群
類
、
設
訪
五
天
之
聖
跡
、
此
事
猶
不
可
恥
、
況
於
六
十
餘
州
馬
台
之
内
哉
、
設
経
千

仏
之
出
世
、
此
像
亦
不
可
変
、
況
於
五
十
六
億
龍
華
之
朝
哉
、
爰
仏
躰
雖
備
常
住
之
徳
、
堂
閣
稍
有
朽
損

之
愁
基
趾
已
傾
梁
棟
欲
覆
、
悲
哉
大
聖
慈
尊
拝
見
之
道
場
、
忽
当
此
時
而
破
壊
、
痛
哉
、
先
師
上
人
草
創

之
仏
閣
、
不
経
幾
年
而
荒
蕪
、
毎
思
此
事
、
悲
嘆
之
心
難
休
、
毎
臨
此
砌
、
修
造
之
志
雖
切
、
大
木
之
費

惟
多
、
経
営
之
労
非
一
、
今
藉
諸
人
之
合
力
、
欲
企
一
堂
之
修
造
、
然
則
設
雖
一
紙
、
此
事
運
志
之
人
、

設
雖
何
時
此
善
同
心
之
輩
、
依
此
結
縁
其
善
願
、
鶏
頭
城
之
中
、
龍
花
樹
之
下
必
參
会
弥
勒
慈
尊
之
出
世
、

親
欲
預
見
仏
聞
法
之
巨
益
、
仍
記
其
同
心
之
人
数
以
埋
此
霊
崛
之
地
底
、
当
知
、
今
時
之
大
衆
者
即
皆
往

昔
之
善
友
也
、
当
來
世
々
亦
復
如
此
、
遂
使
迦
葉
出
定
之
時
、
慈
尊
下
生
之
朝
、
我
等
設
居
地
方
之
仏
大



乗
通
而
飛
來
、
我
等
設
沈
悪
趣
之
苦
域
臨
朝
而
浮
出
、
遙
憶
念
今
日
之
因
縁
、
同
來
会
当
山
之
巌
崛
必
披

此
一
紙
之
芳
契
、
以
為
其
再
会
之
期
限
、
楽
悦
昔
縁
之
無
朽
、
共
知
古
願
之
有
誠
、
凡
厥
常
住
当
山
之
人
、

猶
期
内
院
之
月
、
重
発
善
願
之
輩
、
何
隔
下
生
之
春
、
乃
至
此
山
之
麓
卜
居
、
結
縁
於
慈
尊
、
此
善
之
庭

運
歩
、
抽
誠
於
匪
石
、
道
俗
男
女
貴
賤
上
下
芳
契
之
旨
、
只
同
我
等
、
嗚
呼
、
昔
洛
京
法
興
荘
巖
三
層
九

間
之
弥
勒
故
閣
也
、
遂
預
兜
卒
天
衆
之
來
迎
、
今
当
山
我
等
修
造
一
十
餘
間
之
弥
勒
礼
堂
也
、
盍
結
慈
尊

値
遇
之
芳
縁
、
以
昔
思
今
、
々
還
同
昔
、
何
況
不
如
修
古
之
言
、
親
出
釈
尊
誠
諦
之
金
言
、
補
詔
故
寺
之

勤
、
專
挙
弥
勒
値
遇
之
勝
因
、
善
願
有
憑
、
於
玆
可
知
、
仰
願
大
聖
慈
尊
、
伏
乞
護
法
善
神
、
早
哀
愍
此

志
、
必
成
就
我
願
、
敬
白
、 

 
 
 
 

寛
元
々
年
四
月 
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笠
置
寺
住
侶
等
敬
白 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

読
み
下
し
文 

笠
置
寺
住
侶
等
敬
白 

 

礼
堂
修
造
を
欲
す
る
間
、
結
縁
に
力
を
与
せ
る
人
、
同
じ
く
三
会
得
脱
の
益
に
預
ら
ん
事
を
。 

右
、
当
山
は
海
内
の
名
区
に
し
て
、
天
下
の
勝
地
也
（
注
一
）
。
化
人
盤
石
を
削
り
て
、
忝
も
慈
尊
五
丈
の

聖
容
を
刻
彫
す
。
弥
勒
霊
驗
を
施
し
て
、
有
縁
一
切
の
群
類
を
利
益
す
。
設
へ
五
天
（
天
竺
。
イ
ン
ド
の
こ
と
）

の
聖
跡
を
訪
う
と
も
、
此
の
事
猶
恥
ず
べ
か
ら
ず
（
注
二
）
、
況
や
六
十
餘
州
、
馬
台
（
邪
馬
台
。
日
本
の
こ
と
）

の
内
に
於
い
て
お
や
。
設
へ
千
仏
の
出
世
を
経
る
と
も
、
此
像
亦
た
変
ず
べ
か
ら
ず
、
況
や
五
十
六
億
龍

花
の
朝
（
注
三
）
に
於
い
て
お
や
。 

 

爰
に
仏
躰
は
常
住
の
徳
を
備
う
と
雖
も
、
堂
閣
は
稍
朽
損
の
愁
有
り
。
基
趾
已
に
傾
い
て
梁
棟
覆
ん
と

欲
す
。
悲
し
き
哉
、
大
聖
慈
尊
拝
見
の
道
場
（
注
四
）
、
忽
ち
ま
さ
に
此
の
時
に
破
壊
せ
ん
と
す
。
痛
ま
し

き
哉
、
先
師
上
人
（
解
脱
上
人
貞
慶
）
草
創
の
仏
閣
、
幾
年
を
経
ず
し
て
荒
蕪
せ
ん
と
す
。
此
の
事
を
思
う
毎

に
悲
嘆
の
心
休
み
難
た
く
、
此
の
砌
（
場
所
。
こ
こ
で
は
荒
蕪
し
た
礼
堂
）
に
臨
む
毎
に
修
造
の

志
こ
こ
ろ
ざ
し

切 せ

つ

な
る
と

雖
も
、
大
木
（「
土
木
」
の
間
違
い
か
）
の
費
惟
多
く
、
経
営
の
労
一
に
非
ず
。 

 

今
諸
人
の
合
力
を
藉
り
て
、
一
堂
の
修
造
を
企
て
ん
と
欲
す
。
然
れ
ば
則
ち
、
設
へ
一
紙
と
雖
も
此
の

事
に
志
を
運
ぶ
人
、
設
へ
何
時
な
り
と
雖
も
此
の
善
に
心
を
同
じ
く
す
る
輩
、
此
の
結
縁
、
其
の
善
願
に

依
り
て
、
鶏
頭
城
（
注
五
）
の
中
、
龍
華
樹
の
下
、
必
ず
弥
勒
慈
尊
の
出
世
に
參
会
し
て
、
親
し
く
見
仏
聞

法
の
巨
益
に
預
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
仍
っ
て
其
同
心
の
人
数
を
記
し
、
以
っ
て
此
霊
崛
の
地
底
に
埋
む
。 

 

当
に
知
る
べ
し
。
今
時
の
大
衆
は
即
ち
皆
往
昔
の
善
友
也
。
当
來
（
未
来
）
の
世
々
亦
た
復
此
の
如
し
（
注

六
）
。
遂
に
迦
葉
を
し
て
出
定
（
注
七
）
せ
し
む
る
時
、
慈
尊
下
生
の
朝
、
我
等
設
へ
地
方
（
「
他
方
」
の
間
違

い
か
）
の
仏
大
（「
仏
土
」
の
間
違
い
か
）
に
居
す
と
も
通
に
乗
じ
て
飛
び
來
り
、
我
等
設
へ
悪
趣
の
苦
域
に
沈

む
と
も
、
朝
に
臨
み
て
浮
び
出
で
、
遙
に
今
日
の
因
縁
を
憶
念
し
、
同
じ
く
当
山
の
巌
崛
に
來
会
せ
ん
。

必
ず
此
の
一
紙
の
芳
契
を
披
き
て
、
以
っ
て
其
の
再
会
の
期
限
と
為
さ
ん
。
楽
し
み
て
昔
縁
の
朽
る
こ
と

無
き
を
悦
び
、
共
に
古
願
の
誠
の
有
る
を
知
る
。
凡
そ
厥そ

れ

当
山
に
常
住
す
る
人
、
猶
内
院
の
月
を
期
し
、

重
ね
て
善
願
を
発
す
る
輩
、
何
ぞ
下
生
の
春
を
隔
て
ん
や
（
注
八
）
。
乃
至
此
の
山
の
麓
に
居
を
卜
て
、
縁

を
慈
尊
に
結
び
、
此
の
善
の
庭
に
歩
を
運
び
て
、
誠
を
匪
石
（
心
が
固
く
て
動
揺
し
な
い
こ
と
）
に
抽
せ
ん
や
（
注

九
）
。
道
俗
男
女
貴
賤
上
下
、
芳
契
の
旨
は
、
只
我
等
に
同
じ
。 



 
嗚
呼
、
昔
、
洛
京
（
洛
陽
）
の
法
興
は
三
層
九
間
の
弥
勒
の
故
閣
を
荘
巖
す
る
（
注
十
）
や
、
遂
に
兜
卒
天

衆
の
來
迎
に
預
る
。
今
当
山
の
我
等
、
一
十
餘
間
の
弥
勒
の
礼
堂
を
修
造
す
る
や
、
盍
ぞ
慈
尊
値
遇
の
芳

縁
を
結
ば
ざ
る
。
昔
を
以
っ
て
今
を
思
う
に
、
還
り
た
る
今
は
昔
と
同
じ
な
ら
ん
。
何
ぞ
況
ん
や
。
修
古
（
昔

の
し
き
た
り
を
学
ぶ
こ
と
）
の
言
に
如
か
ず
。

親
ま
の
あ
た

り
釋
尊
誠
諦
の
金
言
に
出
で
た
り
。
補
詔
故
寺
の
勤
め
は

專
ら
弥
勒
値
遇
の
勝
因
（
立
派
な
こ
と
を
し
て
お
い
た
因
縁
）
を
挙
ぐ
。
善
願
憑
み
有
り
。
玆
に
於
い
て
知
る
べ

し
。
仰
ぎ
て
は
大
聖
慈
尊
に
願
い
、
伏
し
て
護
法
善
神
に
乞
う
。
早
く
此
志
を
哀
愍
し
て
必
ず
我
が
願
い

を
成
就
さ
れ
ん
こ
と
を
。
敬
っ
て
白
さ
く
、 

 
 
 

寛
元
々
年
（
一
二
四
三
年
）
四
月 

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

笠
置
寺
住
侶
等
敬
白 

 
 
 
 
 

 

注
一
、
当
山
者
海
内
之
名
区
、
□
中
之
形
勝
也
（
沙
門
貞
慶
笠
置
寺
法
華
八
講
勧
進
状
） 

注
二
、
設
比
五
天
之
勝
躅
、
此
事
猶
不
可
恥
、（
笠
置
寺
住
僧
等
礼
堂
等
造
営
勧
進
状 

建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
年
）
二
月
） 

注
三
、
弥
勒
菩
薩
は
五
六
億
七
千
万
年
後
に
成
道
し
て
龍
華
樹
の
下
に
お
い
て
人
々
に
説
法
す
る
と
さ
れ
る
。 

注
四
、
弥
勒
下
生
の
際
の
説
法
の
道
場 

注
五
、
弥
勒
が
人
間
世
界
に
誕
生
す
る
地 

注
六
、
当
ニ
ベ
シ

レ

知
今
日
ノ

之
大
衆
、
即
チ

皆
往
昔
ノ

之
善
友
、
当
来
世
々
亦-

復
如
レ

是
（
貞
慶
、
龍
華
会
願
文
） 

注
七
、
弥
勒
は
成
道
の
後
マ
ガ
ダ
国
の
鶏
足
山
に
上
が
り
、
こ
こ
に
て
入
定
し
て
い
た
迦
葉
か
ら
釈
尊
付
属
の
袈
裟
を
受 

 
 

領
し
て
こ
れ
を
着
し
、
説
法
に
望
む
と
さ
れ
る
。 

注
八
、
然
則
一
ヒ

踏
ノ

二

此
地
ヲ

一

之
人
ハ

、
猶
シ

期
シ

二

内-

院
之
月
ヲ

一

、
常-

住
我-

山
之
侶
、
誰
カ

隔
ン

二

下
生
之
春
ヲ

一

（
貞
慶
、

龍
華
会
願
文
） 

注
九
、
鳴
呼
匪
石
ノ

之
誠
、
與
二

石-

像
一

共
ニ

、
峙
テ

二

塵-

沙
ノ

之
徳
ヲ

一

（
貞
慶
、
龍
華
会
願
文
） 

注
十
、
唐
の
憲
宗
の
時
代
、
元
和
中
（
八
〇
六‐

八
二
〇
年
）
に
、
法
興
曽
が
九
間
三
層(

高
九
五
尺)

の
弥
勒
大
閣
を
建
て
た

と
い
う
。 

  


